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高知県公立大学法人役員報酬規程 新旧対照表 
新 旧 

 

(目的) 

第１条 この規程は、高知県公立大学法人（以下「法人」という。）の理事長、

理事及び監事（以下「役員」という。）の報酬に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （役員の報酬）  

第２条 役員の報酬は、常勤の役員については、給料、通勤手当及び期末手当と

し、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。  

２ 高知県公立大学法人給与規程（以下「給与規程」という。）の適用を受ける

職員である理事（以下「職員である役員」という。）については、報酬を支給

しない。 

（給料）  

第３条 常勤の役員の給料月額は、次のとおりとする。  

理事長  515,000円  

２ 理事長は、経営審議会の議を経て、前項の給料月額を変更することができる。  

（通勤手当）  

第４条 通勤手当は、給与規程に基づく職員に対する通勤手当の例に準じて常勤

の役員に対し支給する。  

（期末手当）  

第５条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下これらの日を「基準日」と

いう。）にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。これらの日の基準

日前１月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。  

２ 期末手当の算出の基礎となる額（以下「期末手当基礎額」という。）は、給

料月額及び給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計とする。 

３ 期末手当の額は、期末手当基礎額に６月に支給する場合においては100分

 

(目的) 

第１条 この規程は、高知県公立大学法人（以下「法人」という。）の理事長、

理事及び監事（以下「役員」という。）の報酬に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （役員の報酬）  

第２条 役員の報酬は、常勤の役員については、給料、通勤手当及び期末手当と

し、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。  

２ 高知県公立大学法人給与規程（以下「給与規程」という。）の適用を受ける

職員である理事（以下「職員である役員」という。）については、報酬を支給

しない。 

（給料）  

第３条 常勤の役員の給料月額は、次のとおりとする。  

理事長   989,000円  

２ 理事長は、経営審議会の議を経て、前項の給料月額を変更することができる。  

（通勤手当）  

第４条 通勤手当は、給与規程に基づく職員に対する通勤手当の例に準じて常勤

の役員に対し支給する。  

（期末手当）  

第５条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下これらの日を「基準日」と

いう。）にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。これらの日の基準

日前１月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。  

２ 期末手当の算出の基礎となる額（以下「期末手当基礎額」という。）は、給

料月額及び給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計とする。 

３ 期末手当の額は、期末手当基礎額に６月に支給する場合においては100分
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新 旧 

の140、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額とする。 

（非常勤役員手当） 

第６条 非常勤役員手当の額は、次のとおりとする。 

（１） 理事（非常勤） 日額 50,000円 

 （２） 監事（非常勤） 日額 50,000円 

２ 公務員の職にある役員については、報酬を支給しないことができる。 

（支給日及び支給方法） 

第７条 役員報酬の支給日及び支給方法等については、給与規程に準じて取り

扱う。 

（委任） 

第８条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、平成２４年１２月１日から施行する。 

 

附 則（平成２５年３月２２日改正） 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

の140、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額とする。 

（非常勤役員手当） 

第６条 非常勤役員手当の額は、次のとおりとする。 

 （１） 理事（非常勤） 日額 30,000円 

 （２） 監事（非常勤） 日額 30,000円 

２ 公務員の職にある役員については、報酬を支給しないことができる。 

（支給日及び支給方法） 

第７条 役員報酬の支給日及び支給方法等については、給与規程に準じて取り

扱う。 

（委任） 

第８条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、平成２４年１２月１日から施行する。 

 

附 則（平成２５年３月２２日改正） 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 


